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1 請願第8号に対する見解

歴亟西
1、『旧長崎市立乳児院の解体』、碍亦地の売却における経緯と結果』についての情報公開、

並びに、第3者や専門家による『長崎市乳児院跡地の売却に係る審議会の設置』を市議会の
総意として市長に要請すること。

●経緯

乳児院の廃止から現在までの経緯は次のとおりである。乳児院は平成9年3月に公の施設

としての用途を廃止し、その後は、保存文書の害庫として利用がなされていたが、福祉的な

利用を図ってほしいとの地元の要望等を踏まえ、平成16年12月に乳児院跡地の一部を、高

齢者の生活を支援する施設の建設を条件として売却する政策決定を行い、平成17年3月議

会に売却に伴う旧乳児院建物解体費及び国・県支出金返還金の予算を提出し、議決を受けた。

その後、平成17年12月20日に土地利用条件として①高齢者向け賃貸住宅(有料老人ホー

ムを含む')20 戸以上、②体を動かすことにより、高齢者の健康増進に資する施設(最低面

積約 60両)、③前記①、②を含んだ施設を建設・運営する.用途に 10年間指定する等の条

件を付して一般競争入札が行われ、 3者が応札し、1億8,500万円で社会福祉法人が落札し

た。
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<要旨1>

この高齢者賃貸住宅は高齢者の貸しアパートであり福祉事業とは、ほど遠いものである。

高齢者の健康推進施設は約20坪で、売却地は460坪である。そのなかには用途を指定しな

い土地もある。一般競争入札は最高値の者が落札する仕組みとなっており、是非に欲しい人

は鑑定評価額の2倍、3倍で落札する。入札前に「何割か減額する」としての一般競争入札
は信じられない。 1

<見解1>

平成8年12月20日、城山連合自治会長、西城山連合自治会長の連名で「高齢者・乳幼児

等総合保健福祉センター施設の設立に関する陳情害」が提出され、また、平成13年7月の

市長を囲む会において城山校区連合自治会から独居老人専用アパートを併設した高齢者を

対象とした都市型複合サービスセンターの要望が提出された。こうした状況を踏まえ、平成

16年11月29日開催の政策協議会において、「高齢者向け賃貸住宅(20戸以上)及び介護予

防機能(高齢者向けのトレーニング施設等)を含む施設とすることを条件として売却する、

両機能に割り当てた後に容積に余裕が生じた場合には、他の用途(一般向け住宅、医療機関

等)に活用することも可能とする」方針を協議し、平成16年12月13日市長決裁により決
定した。

不動産鑑定士が土地の鑑定評価を行う際には、必要に応じて事情補正や時点修正を行い、



かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量することと

されており、今回のように、対象物件に指定用途が付されている場合や地下埋設物の撤去が

必要な場合は、個別的要因において、その内容に応じた補正等を行い鑑定評価を行うことが

通例であると不動産鑑定士から聞き及んでいる。そして、入札に際しては、鑑定評価額を基

に予定価格を設定しており、鑑定評価額から長崎市が減額して予定価格を設定したという事

実はない。

(参考)

地域要因:地域に属する不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要因のことであり、

例えば、街路幅員の状態や公共施設、公益的施設等の配置の状態など。

個別的要因:対象不動産の価格を個別的に形成する要因のことであり、例えば、接面街

路との関係、土地の間口や形状等、公法上及び私法上の規制、制約等、売払い

上の制約など。

<要旨2>

これが行政財産の売却であれば理解もす・る。しかし、普通財産の減額売却においても「市

民の受益になる」、「その土地に建物がある」、「何らかの問題がある土地である。」等の正当

な理由があるのなら理解ができる。だが、一般財源から土地整備費が2,000万円、国・県へ

の返還金が2,404万7千円で、一般会計からの支出がなされており、このケースで、市が旧

乳児院を解体して、一般競争入札で更地の市有地を減額して売却するなど考えられない。
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<見解2>

見解1で述べたとおり、地元の要望を受け、政策協議会において、活用方法を高齢者向け

賃貸住宅及び介護予防機能を含む施設の建設を条件とした用途指定による売却を行うこと、

売却方法については、用途を指定したうえで公募型一般競争入札で行うこと、旧乳児院は国

及び県の補助を受けて施設整備を行っており、財産処分に伴う補助金の返還が生じること、

老朽化した既存建物を残したままだと土地評価額が建物解体費用程度、下がってしまうこと

から、既存建物については市の負担により解体することなどを協議し、市長決裁により決定

した。

また、平成 17年3月議会に平成 17年度一般会計予算として国・県支出金返還金 2,如4

万7,000円、旧乳児院解体費 2,000万円を計上し、議決を受けている。

このように、地元からの要望や社会経済情勢等を踏まえ政策決定を行うとともに、議会に

対しても平成16年12月議会の所管事項調査で活用方法等の説明を行い、平成17年3月議

会において関連予算の議決をいただいており、何ら問題はない。

<要旨3>
J

本当に正当な情報に基づいた不動産鑑定であったのか疑問であ'る。利用条件が付されてい

るとはいえ、当時の鑑定価格から7割も減額して、市が予定価格を設定しているのは著しく

過大ではないだろうか。この当時、付近の土地の売買価格は坪印万円~70万円での取引で



あったと記憶している。福祉部が示した鑑定価格9,420万円の坪単価の204,400円ではなく、

平米単価の204,000円ではなかったのかと思われる。更に平成17年の不動産鑑定土地評価
額は坪68万円の 3億1,200万円であったと請願人は想定している。

<見解3>

不動産鑑定士にはイ鑑定評価にあたっての評価条件として、まず、対象確定条件として、

・現況は建物等の敷地であるが、当該建物等がなく、かっ使用収益を制約する権利が付
着していないものとしての土地のみの独立鑑定額

・地中には基礎杭が存するが、当該基礎杭がある状態を所与とした鑑定評価

・評価対象地内に存する立木は評価対象外としての鑑定評価

さらに、付加条件として、

・土壌汚染について、土地履歴調査、公的資料調査及び現地調査による限りにおいては、

土壌汚染の可能性は小さく、価格形成に大きな影響を与えることがないと推定されるの

で、当該要因については考慮外としての鑑定評価

・売払条件により当該土地上に建築する建物の用途は、その一部が高齢者向け賃貸住宅
としての用途に限定されることを前提とした鑑定評価

という条件のもとで鑑定を依頼している。

そこで、不動産鑑定士による鑑定評価は、基礎杭が埋設されている状態での売払いを前提

とする鑑定評価であるので、まず更地としての価格を査定し、次にこの価格から基礎杭撤去

費相当額を控除して鑑定評価額が決定されており、結果として、鑑定評価額は9,420万円と

なっている。そして、入札に際しては、鑑定評価額を基に予定価格を設定しており、長崎市
が鑑定評価額から減額して予定価格を設定したという事実はない。

<要旨4>

請願人は、市が鑑定評価額3億1,200万円の3割の 9,360万円で見積もり、さじ加減で、
予定価格を9,420万円に設定したと考えている。

<見解4>

不動産鑑定士による鑑定評価の結果、鑑定評価額が9,420万円となってぃる。そして、入

札に際しては、不動産鑑定士からの鑑定評価額を基に予定価格を設定しており、長崎市が錚
定評価額から減額して予定価格を設定したという事実はない。

<要旨5>

市として何らの職癌もなけれぱ見解害に関連した資料は直ぐに出せる。森友学園の土地問
題のように、公文書を紛失したとは言えないだろう。

又、平成17年3月の委員会で高齢者賃貸住宅の建設地外の残余地は「無指定である。」と
してあるが、その土地を減額して売却したことも不当である。

よっ.て、下記のことを情報公開するよう、所管に求めて貰いたいと思ってぃる。
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①市有財産の見込み額を見積もった方の氏名・役職の公開。

②高齢者賃貸住宅の用途指定をした方の氏名・役職の公開。

③用途指定した市有地の、不動産鑑定を行った方の氏名・役職の公開。

④用途を指定しない場合の概算評価見込み額を算出した方の氏名・役職の公開。

⑤通常の一般競争入札としているが「通常」と言った方の氏名・役職の公開。

⑥土地の指定区分、及び残余地を無指定とした方の氏名・役職の公開。

,

<見解5>

公文書等に基づき確認した結果、次のとおりとなっている。

①「市有財産の見込み額の見積り」が,、市有地売払いに際しての予定価格を指すのであ

れぱ、当時の管財課長が予定価格を作成している。

② H16.12.13市長決裁により用途指定を含む売却の意思決定。(※当時は伊藤一長市長)

③財団法人日本不動産研究所鑑定役不動産鑑定士竹房政美

④財団法人日本不動産研究所鑑定役不動産鑑定士竹房政美

⑤福祉部が平成29年9月議会において福祉部が提出した請願第4号の教育厚生委員会

資料での表現。

※請願第4号の(九)④の2の中の「一般競争入札で評価価格より何割か減額するとあ

りますが、随意契約であれば理解できますが、一般競争入札で神業みたいなことがで

きるのでしょうか。」との記載に対して、その見解として「通常の一般競争入札を行

つた」趣旨を表現したもの。

⑥ H16.11.29 に政策協議会において、「高齢者向け賃貸住宅(20戸以上)及び介護予防

機能(トレーニングジム等)」の用途指定と、「両機能を盛り込んだ後に容積に余裕が

生じた場合は、他の用途に活用することも可能とすること」等を協議し、平成 16年

12月13日の市長決裁で決定したもの。
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2 乳児院跡地に関する経緯

時期

平成8年12月18日

2 平成8年12月20日

「長崎市立乳児院条例を廃止する条例」の議決を得て、平成9年
3月末で廃止することが決定される。

3 平成13年7月25日

高齢者,乳幼児等総合保健福祉センター施設の設立に関する陳
悟書が提出されるマ城山連合自治会長・西城山連合自治会長の
連名)

4

市長を囲む会で、城山校区連合自、治会長から要望が提出され、
地元案として、往宅介護者の一時的な入所が可能な施設や、独
居老人専用のアパートを併設する高齢者のための都市型複谷
サービスセンターの建設を要望される。

平成16年11月29日

内容

5

政策協議会において、「用途指定をした上で売却すること。用
途指定の内容は高齢著向け賃貸住宅20戸以上。介護予防機琵含
む施設を建設する。両機能に割り当てた後に容積に余裕が生じ
た場合には、他の用途(一般向け賃貸住宅、医療機関等)に活
南すること、可能とする。売却予定価格は雨途指定した状態で
の不動産鑑定価格とする}ことを協議し、その結果を踊まえ、
市長決裁(平成16年12月13日)で正式に決定。'

平成16年12月16日

6 平成17年3月25日

7
平成17年6月29日~
平成17年9月15日

跡地にっいて用途指定をして一般競争入札で売却する方針を厚
生委員会の所管事項調査にて説明する。

資料
ページ

8 平成17年10月5日

売却に伴う旧乳児院建物解体費及び国県支出金返還金の予算案
の議決を得る。

9 平成18年3月24日

解体工事

入札公告(※不動産鑑定評価に基づき予定価格を設定)
資料配布期間平成17年10月11日~11月25日
入札参加受付平成17年11月4日~11月25日
入札執行 平成17年12月20日

6~フ

入札結果を厚生委員会の所管事項調査にて報告する。

8

9~12

13~17

18~23

24~36

37~40
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お
よ
び
地
区
住
民
殴
讐
と
し
て
陳
情
い
た

し
ま
す
。
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〒献B気ワRユ卯休膿M松の瑜毛そ囿心会山電認系打会焚を斎仲峰液E 会弓:ブ%吐ル馨紬

ヨ石亡月矼6'
■く'三E刀く

単位自治会名

【件名】

二でミ fき=会釜芽プ汀

ゴヒ音B B土也区て

富士見町、旧乳児院跡の後続計画について

・現在、市内の老人ホーム＼特養施設のべット数は急、増する「ねたきり高齢者」を全員

収容することは不可能な状態である。
";

・ホームヘルパーを急、増して在宅サービスを充実させようとの取り組みがなされている

(在宅介護)が、週2~3回の派遣では解決されない。

・つまり介護する家族に異変が発生した場合、在宅介護を継続できない問題点がある。

このような場会>速やかに被介護者を収容する入所施設が必要。すなわち2~3ケ月

間で状況が改善すれぱ在宅サービスに復帰することを条件として。

俳齢兪)

健康を取りもどそうとする在宅介護者のために、その治療期間だけでも被介護者のー

時的な入所を可能とするようなサービスセンターくB型)が必要な時代である。

なお、一部別棟には、独居老人専用のアパートを併設して、高齢化社会への対応が望

ましい。すなわち、き街行型腹合サービスセンターの建設を要請致します。

゛樺接する淡ψ也区'、れあいセンター、ディサービスセンターを含める)

(高齢者のための都市型複合サービスセンターの建設)

連合自治会名

長 名

会長名

城山校区連合自治会

中島 昭雄会長

-8-
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決裁区分

甲

保存年限

20年

起案

16年1/ 月30日

市長

1 、1二1・!'}」^,

福祉総務課

ーニ三キ

第
"戯

助役

福祉部長

八年 ユ月

圃

公開又分

公・

(第

福祉部理事

助役

施行・完結

日

収入役

非

財政部長

・部分

号該郵

ファイ]レ分美町ード

類F

施行・取扱_ヒの注意

理財理事

月

-9-

福祉総務課長

日

企画部長

公印使用臓忍

J4

〕11

保育課、、

財政課長_

綱 2 目 2

浄書

価艇脹圃'1

会行 2

このことについて、富士見町の乳児院跡地にっきましては、平成16年Ⅱ月29日(月)に開

管貯{染長

催された政策協1輕会での協議を踏まえ、下記のとおり、高歯諸・関沌鯲r設の整備を剣牛として売却

主幹・・・、・副主幹(ミヲ
総合企画室長副主幹忽金

乳児院跡地の売却について(伺)

することとしてよろしいでしょうか。

財産係長

1.売却対象面積

、、

2.売却の方法

、弓慈

1・'、..1

乳児院跡地(1β15.16 ')の一部 a,5記'程度)

r-

用避旨定をした上での売却

・己

回 用 紙

年

1
圃
命
圃
、

一
=
Ⅱ

号

長

、
酪調

・
三

笥
.
園

念
園
ゞ

圃

紗ぱ

、
、
一

事
事

理
理

画
画

企
企



舮 3.用測旨定の内容高歯緒向け賃貸住宅(20戸以上)及び介護予殊賄三(トレーニングジ

4.売却予定価格

ム等)を含む施設

※ケアハウスなど整備費補助を要する施設は含めない。

用途指定を付した状態における不動膨,誌ヨ下価額

】10-

回 議 用 紙



▼

付議件名

付議理由及び付議事項の論点

政策協議会付議書

平成1 6年11月2 9日(月)開催

1 付議理由

乳児院跡地を売却しよう

とするもの。

2 付議事項の論点

乳児院跡地については、

高齢者関連施設の整備を条

件として売却する。

乳児院跡地の売却につぃて

付議事項に係る担当部局の考え方

乳児院跡地(1,815.16 ")の一部

(1,5詑'程度)に?いては、福祉的
な利用という要望が地元よりなされ

ていることから、用途指定をした上で

売却したい。

用途指定の内容としては、高齢者向

け賃貸住宅(20 戸以上)及び介護予防

機能(トレーニングジム等)を含む施
設とする。

なお、両機能を盛り込んだ後に容積

に余裕が生じた場合は、他の用途(ー

般向け賃貸住宅、医療機関等)1こ活用
することも可能とする。

※売却予定価格にっいては、用途指

定を付した状態における不動産鑑
定評価額とする。

様式

提出部局

福祉部

参

乳児院跡地のー

部(1,552 市)におけ

る現時点での用途

指定をした上での

売却代金は約 1億

5,000 万円(推定)。

乳児院跡地の既

存建物については、

施設整備費に係る

国費等返還につぃ

て、国との協議・予

算化(解体費を含

む)が必要。

、

考

L

-11-



▼

,i 、゛ H'

'1売却方金習
{,,、' 1、.J气I J'ξ'ミ['J、、r'、_コ

J.、.、H゛」'J:

:','

、、 1/,)、,X゛゛"'.・

声楽鳥灣1
づ1゛・・、■'女.轟ξtサむ諭ゞ,ど

当該市有地が福祉施設であった経緯を踏まえ、高齢者向け賃貸住

宅及び介護予防機能を含む施設の建設を売却の条件とする。

の生j を援する

乳児院跡地売却方針(案)

N 叫腎鱗"¥丸ξ1■C
玉、)ン'島●、ン・..、.11・ゴ1、11・'、、、

゛.)、、".、,、、'

途ヒ定による吉去

1::"

に'、
、wf,寸/■,

、:JJ J '{,、、

'、」 1 、CナJ●.、.、、、、゛.

イー'、、1'ιJ'→J゛).、'、.ゞ、.

Q '.5¥、、シtJ",1;,1,,,,'1 ンル
" 1、>・,、・'",,゛、d,,,・',,ー,

、.門.,:%'1'イ 9/,、'ユ,,、 1,1

"ゞ誕欝洩点ミー
','●'、Ξ、ノーJ I"','、ゴ'

り,上、11

用途指定(最大10年)をした上で売却する。

①応募資格

2)指定用途

、 、」、

三
、
イy

旻の建設を武とした声去

公募型一般競争入札により行う。

公告の際、用途指定の概要についても説明した上で入札を行う。

最も高い金額を入札した事業者に当該地を売却する6

す公募美1峡
'゛. Ji" J凡'凡.、'.゛:',

'→,、1 、fイ,:1・コ'、、'、、乢・、'゛'

通常の入札参加資格者と同様(ただし、用途指定義務

の履行が可能な者に限る。)

両施設に割り当てた後に容積に余裕が生じた場合には、イ也

の用途(二於回せ^、医療機^)に活用すること

も可能とする。

釧聢用途1礁すぺき斯■ 10年から準備期間健設期間等)を除いた期問

4)彪呼定価格上記の指定用途を付した状態における不動産鑑定評

価額とする。(政策的な減免は行わない)

5)経費負担既存建物については、市の負担により解体する偽早体工

事費約2,300万円)。また、国庫補助金及び県費補助金

の返還が生じる場合は、市が返還を行う(国と県の合計

で約2,β00万円)。応募者は施設を自らの資金で建設し

て事業運営を行うこととする(施設整備に係る補助は

原則として行わない)。

/'

÷,ー,
i゛、→"翫1

が

1
、- J 、 J

111 ,、、'トJ J

;,.・,、',,{ι
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、1 ・.{J ," L 、トミ"
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→'▲

"、、イト、JJ. V'.'1".J

゛0

※容積を最大限利用すると60戸以上確保可能

口け壬

巳1メ1 、'
"タ、 、:、、 、""コ"、'、リ
"" Y.Ξ、ー"'、風_

ず゛、゛ト,ト y、・,

1篇Υ、考1,
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J/"才、

气
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入札の前に、事業者より利用計画を提出してもらい、利用計画が指
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平成16年12月市議会厚生委員会資料

所管事項調査に関する資料
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市立日見やすらぎ荘及び市立みどり荘の民間移譲について

乳児院跡地の活用について

3 国における介護保険制度の見直しについて

(別添資料・)社会保障審議会・介護保険部会報告

明日の福祉を語る市民会議の報告書について4
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P 2 ~ 5
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、

6 ~ 8

(毅告書一別冊)
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2月
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2 乳児院跡地の活用について

(1)活用方法について

乳児院跡地の一部(隣接するふれあいセンタ上の駐車場として利用する面

積を除く)にっいて、当該市有地が福祉施設であった経緯を踏まえ、高齢者

向け賃貸住宅及び介護予防機能を含む施設の建設を条件とした用途指定に

よる売却を行う。'

(2)売却方法等について

ア売却方法

当該市有地にっいては、用途を指定した上で公募型一般競争入札によ

り売却する。

イ経費負担

既存建物については、市の負担により解体する。

落札した事業者は、自らの資金で施設を建設し、事業運営を行う(施

設整備に係る補助は原則として行わない)。

③用途指定(案)の内容

高齢者向け賃貸住宅(20戸以上)及び介護予防機能(高齢者向けのト

レーニング施設等)を含む施設を建設すること。

両機能に割り当てた後に容積に余裕が生じた場合には、他の用途(一般
向け賃貸住宅、医療機関等)に活用することも可能とする。

(4)スケジュール(案)

平成16年12月議会報告、地元への説明

平成17年1月~用途指定の内容の検討

平成17年4月~木動産鑑定、地積測量

平成17年7月~既存建物の解体

平成17年8月~入札公告、土地利用計画の確認

平成17年9月~入札執行

L/

-14-
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乳児院跡地の概要

D位置

2)敷地面積

乳児院跡地の概要について

富士見町6-22

1,8 15.16n1の一部(隣接するふれあいセンターの駐車,

場として利用する面積を除く)

幻既存建物鉄筋コンクリート2階建延床面積890.40rrt

4)用途地域等第1種住居地域(建ぺい率70%、'容積率200%)

5)経過

3

昭和26年10月市立乳児院の設置

昭和53年3月市立乳児院の全面改築

平成 9年3月市立乳児院の廃止

平成9~16年度保存文書の書庫として活用

跡地利用に関する庁内での検討

平成16年12月跡地利用方針の決定(用途指定による売去の

(参考)土地に係る固定資産税評価基準による仮評価額

1 02,500円/rr〒

有効活用に対する地元の要望等

平成8年12月

平成10年7月

平成13年7月

高齢者浮L幼児等総合保健福祉センターの設立について

(城山連合自治会、西城山連合自治会)

高齢者のための都市型複合サービスセンター、独居老人

専用のアパー'トの建設について(城山連合自治会)

高齢者のための都市型複合サービスセンターの建設に

ついて(城山連合自治会)

-15-



1児院跡地の売却に関するイメージ

'、

C

市有地の売買契約

民問事業者の費用負担による高齢者向け賃貸住宅を含む施設の建設

民間事業者による事業運営

淵地区

ふれあいセンター

長崎市

民間事業者

用途指定をした上

での土地の売却
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平成17年3月市議会厚生委員会資料

第37号議案

平成17年度長崎市

目次

福祉部当初予算比較表
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2款 1項 23 目

3款1項1目

1 目的

乳児院跡地(富士見町)について、高齢者向け賃貸住宅及ぴ介護予防機能

を含む施設整備を条件として一般公募による売却を行うため、既存建物の解

体等を行う。

また、既存建物の解体を行うにあたり、社会福祉施設の財産処分に伴う補

助金(国費・県費)を返還する。

国・県支出金返還金

旧乳児院解体費

2 事業賓

国・県支出金返逓金

国庫支出金返還金

[24,047 千円]

[20,000 千円]

旧乳児院解体費

健物解体工事、建物内廃簗物処理、保存文書の運搬)

県費支出金返還金

内容

"

3 売却のスケジュール(案)

平成17年4月~地積測量、不動産鑑定

平成17年7月~既存建物の解体

平成17年8月~入札公告、土地利用計画の確認

平成17年12月~入札執行

金額

4 乳児院跡地の活用について

高櫛者向け賃貸住宅(20 戸以上)及び介護予防機能(高齢者向けのトレー

ニング施設等)を含む施設を建設することを条件として売却を行う。

両機能に割り当てた後に容積に余裕が生じた場合には、他の用途(一般向

け賃貸住宅、医療機関等)に活用することも可能とする。

24,047 千円

16,031 千円

8,016 千円

備考

①

20,000 千円

44,047 千円

②

③(①十②)

3 -19-
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乳児院跡地の概要

乳児院跡地及び国・県支出金返還金の概要にっいて

D位置富士見町6-22

2)敷地面積 1,815.16'の一部(隣接するふれあいセンターの駐車
場として利用する面積を除く)

3)既存建物鉄筋コンクリ'ト造2階建延床面積89,0.40m

4)用途地域等第1種住居地域(建ぺい率70%、容積率200%)

5)経過

昭和26年10月市立乳児院の設置

昭和53年3月市立乳児院の全面改築

平成 9年3月市立乳児院の廃止
平成9~16年度保存文書の害庫として活用

跡地利用に関する庁内での検討

平成16年12月跡地利用方針の決定(用途指定による売まの
地元(城山南部自治会ほか)への説明

国・県支出金返還金の概要

D旧乳児院の施設整備費

総事業費

155,050,000

2)返還金の算定

国庫支出金(県費支出金)

国庫支出金

餓磯翻り,蕪亘◎

26,9四,000円(13,454,700円) X

=16,030,893円(8,015,565円)
↑

国庫支出金返還金(県費支出金返還金)

県費支出金

縦蕩奮6無瀞りゑ

-20-

X

市債

耐用年豐

76,500,000

(単位:円)

47-19

47

合計24,

一般財源

呈過年發

1 38,186β00

耐用年数

成9年3月時点

046,458円

4



乳児院跡地の売却に関するイメージ

UI

市有地の売買契約

民問事業者の費用負担による高齢者向け賃貸住宅を含む施設の建設

民間事業者による事業運営

淵地区

ふれあいセンター

'..。繍老人ディサービスセンター脚.._
'、辱',1,3::加:そ'士注il*,都:丸1ヨ・・・hゞ:、?.'ー・^ユ、・.ニー「^

長崎市

民間事業者

用途指定をした上

での土地の売却

暴高齢簀向1,漬1貸径冨匡び京双迫'ゞ,

、"、・'・、・・・・入居者・'・'゛"~、、,

'・、'.、・、,.,{・,ー"、、J.「^1 11 :;,'り、ー'K, b、:、゛">,

二 Y].ゞ、.'.γ,'、゛ゞーー,ー."Jy、、
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との交流
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市有地売払いのご案内
(一般競争入キD

(入札申込受付期間)
平成1 7年11月4日(金)から

平成17年11月25日

(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く
から午後5時まで

(正午から午後1時までを除く)

7年1 2月20日(火)
、ノ

午前9時

(入札日)

平成1

長崎市

【問合わせ先】

長崎市桜町2番22号

長崎市財政部管財課(長崎市役所本館2・階)
電話代表 0 9 5 (8 2 5) 5 1 5 1

内線2 324 ~ 2 3 2 6

直通 0 9 5 (82 9) 11 2 7

、、

まで(金)

-24-
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入札物件
110.

契約条項等
.ι

申し込みの受付

入札参加者の資格等

入札参加申込みの方法等

土地利用条件及び契約上の特約等

入札及び開札の日時

入札参加に必要なもの

入札保証金

入札書の様式及び使用する印鑑

入札害の記入方法・・ーー・・ー・
ノ

提出済みの入札害
..'、」 1.

入札の無効

開札

再度入札

落札者の決定

入札保証金の返還

その他入札における注意事項

契約の締結

売買代金の納入

契約保証金の返還

所有権の移転等

所有権移転に必要なもの

その他

目

一般競争入札参加申込書・受付書

7

9~10

1 1

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

次
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一般競争入札参加案内

一般競争入札は、広く参加者を募り、長崎市が定める予定価格以上で取高の価格をもっ
て入札さ.れた方を売買契約の相手方とするものです。

下記の市有地を一般競争入札により売払いますので、入札希望者は本書を熟飢のうえ、
ご参加ください。

1 入札物件

物件1

※現地説明会は行いませんので、各自で現地確認を行い、納得のうえで入札に参・加する
ようにしてください。

※土地の用途等に関する条件を付させていただきます。詳レくは、下記'「6・,士地利用条
件及び契絢上φ特約等」.をご参考にして・くださ',い。

2 契約条項等

契約書及び物件の詳細図面等は、長崎市財政部管財課(長崎市役所本館部皆)で閲覧
できます。

閲覧期間平成1 7年1 0月11日(火)から平成1 7年11月25日(金)
までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

富士見町76番2

所在地 地目

宅地

3 申し込みの受付

入札参加申込みの受付期間及び受付場所は、次のとおりです0
①受付期間平成1 7年11月4日、(金)から平成1 7年11月2 5日(金)ま

での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

②受付場所長崎市桜町2番22号
長崎市財政部管財課(長崎市役所本館2階)

4 入札参加者の資格等

(1)入札には、個人、法人を問わず、どなたでも参加できます。
(2名以上の連名(共有)で参加することもできます。)

(2)次の事項に該当する者は、入札に参加できません。

①市町村税を滞納している者

②当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていな
い者

③次に揚げる事項に該当すると認められるもので、その事実があった後、 2年を

実測面積

1,5 18.23nゞ

、、ー.ー

備考

更地
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経過していない者

ア本市との契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物
件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

イ本市の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は
公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ落札者が契約を締結すること又は本市との契約者が契約を履行することを妨
げた者

工地方自治法第234条の2第1項く監督又は検査)の規定による酵督又は検
査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

オ正当な理由がなくて、本市との契約を履行しなかづた者

カアからオまでのいずれかに該当する事実があった後、 2年を経過しない者を
契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

5 入札参加申込みの方法等 』・,ー'、

(1)申込方法

一般就争入札参加申込書偶味丘1)に必要事項を記載、押印(実印)のうぇ、申
込に必要な書類を添えて、受付期問内に長崎市財政部管財課(長崎市役所本館2階)
へ直接持参してください。

受付期間内に、一般競争入札参加申込みの手続きを済まされた方以外はゞ入札に
参加できません。

※郵送、電話、ファクシミリ等による申込はできません。
(2)申込・に必要な書類

①個人の場合

ア.身元証明書 1通

禁治産者、破産者等でないことを証明するものであり、本籍地の市町
村で発行してもらえます。

外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書「旧外国人登録済証」
イ.後見登記等に関する法律による

「登記されていないことの証明書j'・ 1通

成年後見制度に基づ、く登記事項証明書で、東京法務局の後見登記課及
び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課へ申請してください。

ウ.印鑑証明書 ・・ 1 通

住民登録をされている市町村で発行してもらえます。
エ.市町村税の完納を証する書類 1通

本年1月1日で住民登録があった市町村が発行する市町村税の完納
を証明するもの

オ.士地利用提案書 1部

下記「6(1)土地利用条件」を含んだ施設の概要等が分かりやすく説明さ
れた「事業計画書」と「施設の平面図」。※平面図は間取りが分かる程度のも
のを用意してください。

②法人の場合

-27ー



.ー.ー、、

^.ι.r

1通ア.法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
事業所登録されている所轄の法務局で取り寄せてぐださい0

1通イ.印鑑証明書

事業所登録されている所轄の法務局で取り寄せてください0
1通ウ.市町村税の完納を証する書類

本年1月1日で事業所登録があった市町村が発行する市町村税の完
納を証明するもの

1部エ.士地利用提案書

下記「6 (1)土地利用条件」を含んだ施設の概要等が分かりやすく
説明された「事業計画書」と「施設の平面図]。※平面図は間取りが分
かる程度のものを用意してください。

※いずれの書類も発行後3ケ月以内のもの

連名供有)による申込の場合は、全員にっいて①又は②に掲げる書類が必要です0
(3)入札参加申込書等を審査した結果、参加資格を有すると認められ、かっ、土地利

用提案書が市の土地利用条件に適合し、適正に遂行できると認められる窃口は、受
付書を交付いたします。

(4)申込にあたっては、1者が複数申し込む,ことはできません。また、所有権移転登
記の際に.共有となる場合は、共有予定者全員が連名で申し込んでください0

(5、).現場説明は行いませんので、入札に参加しようと・する方は、参加申込み前に必ず
物件の下見をして現況を確認し納得のうえ申し込んでください0

6 土地利用条件及び契約上の特約等

物件の売買契約には、次の条件を付させていただきます0
(D 土地利用条件(施設建設の条件)

売払い物件を次の①②を含んだ施設を建設,運営する用途(以下「払定用途」と
いう。)に 1'0年間指定します。

①高齢者向け賃貸住宅(有料老人ホームを含む。) 20戸以上
②体を動かすことにより、高齢者の健康増進に資する施設(最低面積約60が)

(例えぱ、トレーニングジム、トレーニング室、軽スポーツ至など)
※高齢者とは、 60'歳以上の方とします。

※上記①②に割り当てた後の残余部分にっいては.、用途の指定はありません0
※指定用途を開始する期限(以下「指定期日」という。)は2年以内とします0

(2)、契約締結の日から10年間、売払物件を風俗営業等の業務及び集団的又は吊智的
に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の事務所など、公序良俗に反する業等の用
に使用することを禁止します。

※『風俗営業』とは、「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(23
年法律第122号)」に規定する風俗営業及び風俗関連営業をいいます。

(3)契約締結の日から10年間、物件を売り渡し、贈与、交換、出資等による所有権
の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃貸借その他の使用及び収
益を目的とする権利(自らの当該物件の利用上の抵当権は除く。)を設疋することが
できません。
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なお、次の①~③に該当する場合は、あらかじめ、、長崎市の承認を得ることにょ

り、所有権の移転の制限を解除することができます。ただし、この場合、新たにそ

の所有権を取得する者に、上記(1)、(2)及び当号の条件を引き継いでいただく

ことになります。

①売払い物件に自らの建築物等の建設工事を完了し、通常の分譲又は賃貸を行
おうとする場合。

②売払い物件の所有権,が、滞納処分、強制執行又は破産手続き等により移転す
る場合。

③上記に類する、特にやむを得ない事由があると認められる場合。

(4)次の@辺に該当する場合は、あらかじめ、長崎市の承認を得ることにより、指定
用途の変更若しくは解除及び指定期日の変更をすることができます。

①不可抗力又は過失によって契約物件が滅失又ばき損し、引き続きその用途に
供す・る、ことが不可能又は著しく困難である場合。

②社会経済情勢の著しい変動等により、契約物件を引き続きその用途に供する
ことが真に困難・又は不適切となった場合。

(5)買戻しの特約及び買戻し特約の登記

買受者が上記(1・ジ~(3)の条件に違反した場合、長崎市は無条件で売払い物
件を買戻しすることができることとします'そのだめ、売買契約締結の日か.ら、 1

0年間の買戻し特約をするとともに、買受者の費用負担により買戻し特約の登記を
行います。

なお、買戻した場合、買受者の費用負担において、原形復旧のうぇ、長崎市へ返

還していただきます。ただし、長崎市が契約物件を原状に復すごとが適当でないと

認めたときは、現状のまま返還することができます。また、売買代金には、利息等
は付きません。

また、売買契約締結の日から 10年を経過し、買受者が(1)~(3)の条件に

違反した事実がないと長崎市が認めたときは、買戻しの特約を解除します。この場

買受者の請求により買戻権の登記の抹消登記を嘱託するものとし、'この登記に合 、

要する費用は買受者の負担とします'

(6)違約金等

買受者が上記(D ~(4)及び(5)の条件に違反した場合は、長崎市契約規
則第37条第1項第3号により売買代金の100分の30の違約金を長崎市に支払
わなけれぱなりません。

(フ)実地調査

上記(1)~(4)及び(5)の条件の履行を確認するため、随時、売買物件の
使用状況について実地調査を行うことがあります。

(8)留意事項

①売払い物件内に地下埋設物(基礎杭及び旧防火水1削があります。
ア.基礎杭 10m杭 12本

12m杭 12本

14m杭 11本 合計 35本

※状況・・・基礎杭合計35本が埋設されていますが、その状況及び詳細は
4 -29-



不明です。建物の建設にあたっては、必ずしも基礎杭撤去の必

要は認められませんが、建物の配置・・杭打ちの場所によっては
除去が必要と・なる場合があります。

イ.旧防火水槽推測(縦3mX横8mx.高さ2m)
※状況..・旧防火水槽の上辺は取り除き、水は抜いて土を埋め戻していま

す。防火水槽の用途には使用できません。

②売払し)物件内にある立ち木.,(富士、見公園に面した桜の木,,6本).は、少なくとも
売買契約締結の日から10年間は゛.現状維持に努めてください。ただし、自然腐
敗等不可抗力の事由により、一安全管.理等の面から現状維持する、ことが適当でない
と甲乙双方が判断した場合はこの限りではありませ・ん。

③補助金や交付金の対線となる施設を計画している場合、あるいは、許認可が必
要な事業を計画しでいる場合で,も、これに対し、長崎市が有利な取り扱いをする
ものではありません。

7 入札及び開札の日時

入札日平成17年1 2月20日(火)

入,札時間午前10時30分(受付午前10時から)

開,札時間入札締切,り後即時

入札会場長崎市桜町1番12号長崎市職員会館.4階研修室
※.入札当日の受付は、入札開始時刻の30分前から行います。

.時間になりましたら始めますので、時間を厳守してください。

8,入札参加に必要なもの

(1)入札参加者が個人の方で、入札に本人が出席される場合

①一般競争入札参加受付書

②印鑑(実fの

③入札保証金(入札しようとする金額の100分の3以上に相当する
金額の納入書の領収証書)

(2)入札参加者が個人の方で、入札に代理人が出席される場合
①一般競争入札参加受付書

②本人の委任状(本人の印鑑証明書により証明された印鑑が押印さ
れているもので、代理人の住所、氏名、押印があるもの)

③委任状に押印されている代理人の印鑑

④入札保証金(入札しようとする金額の100分の3以上に相当する
金額の納入書の領収証書)

(3)入札参加者が法人で、入札に代表権のある方が出席される場合

①一般競争入札参加受付書

_②印鑑(法務局の印鑑証明審により証明された印鑑)

③入札保証金(入札しようとする金額の10'0分の3以上に相当する
金額の納入書の領収証書)

(4)入札参加者が法人で、入札に代理人が出席される場合
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①一般競争入札参加受付書

②委任状(入札参加法人の法務局の印鑑証明により証明された印鑑

が押印されたもので代理人の住所、氏名、印鑑が押印されたもの)

③委任状に押印されている代理人の印鑑

④入札保証金(入札しょうとする金額の100分の3以上に相当す

る金額の納入書の領収証書)

※代理人が入札しようとするときは、入札前に必ず委任状を提出してください。

なお、代理人は2名以上の入札者を代理することはできません。また、入札

者は他の入札者の代理人となることはできません。

(5)その他入札参加に必要なもの

①追加の入札保証金

(* 1回目の入札が不調となり、再入札に参加される場合で、入札保

証金を追納される方のみ。)

②筆記用具(黒又は青の万年筆又はボールペン)

③本書(市有地売払いのご案内)

9 入札保証金

(1)入札者は、入札前までに入札保証金として{納入書に住所、氏名及び入札金額の

100分の3以上に相当する金額を記入し、最寄りの金融機関で納付してください。

なお、入札保証金を上記以外で納付したい方は、あらかじめご相談ください。

(2) 1者が複数の物件を申し込む・ときは、それぞれの物件ごとに、入札保証金を納付
していただきます。

(3)納入書は入札参加受付時にお渡し致します。

10 入札書の様式及び使用する印鑑

(1)入礼書は、所定の入札書を使用していただきます。

(2)入札書に押印する印鑑は、本人が入札される場合は、入札参加申込時に提出され

た印鑑証明書の印影と同じ印鑑とします。代理人が入札される場合は、委任状に押

印された代理人の印影と同じ印鑑とします。なお、それ以外の印鑑の場合の入札書
は無効とします。

11 入札書の記入方法

入札書には、入札者の住所、氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)を記

入のうえ、押印するものとします。代理人が入札する場合は、代理人の住所、氏名を

記入のうえ、代理人の印を押印してください。入札金額の記載は、算用数字を用い、
最初の数字の前に『¥』を記入してください。

なお、記入にあたっては、黒又は青の万年筆又はボールペンを使用してください。

12 提出済の入札書

提出済の入札書は、その理由のいかんにかかわらず、引き換え、変更又は取り消し
を行うことはできません。

~
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13 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします
(1)一般競争入札に参加する資格を有しない者の行った入札
(2)所定の入札書を使用しない入札

(3)入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のしだ入札
(4)委任状を、持参しない代理人のした入札
(5)'郵送、電話、ファクシミリ等による入札
(6)記名押印を欠く入札

(フ)金額を訂正した入札

(8)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(9)入札に際して、連合等による不正行為があった入札
aの同一事項の入札にっいて他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした入札
UD 同一事項の入札に対して2以上の意思表示をした入札
a2)その他入札に関する条件に違反した入札

14 開札

開札は、入札締め切り後、直ちに入札者の面前で行います。

15 再度入札

開札の結果、予定価格以上の入札がないときは、再度入札を行うことがあります。

16 落札者の決定

入札は、予定価格以上の価格であって、最高のものを・も,つて落札者とします0
ただし、落札者となる同価格の入札者が2人以上あるとき・は、直ちにクジによって

落札者を決定します。

17 入札保証金の返還

入札保証金は、入札終了後に所定の請求書を提出していただいた後、入札参加者の
指定された銀行口座へ返還いたします。この場合、利息は付きません。

18 その他入札における注意事項

駐車場はありませんので、電車、バス等の公共交通機関をご利用ください。
入札開始時刻までに受付をお済ませいただかないと、入札に参加することができ
ませんので、お早めにご来場ください。

入札開始時刻になりますと、入札会場を閉鎖いたします。遅れて来られた方は、
入札に参加することができませんので、ご注意ください。

.入札書は、入札参加受付時にお渡しいたします。

19 、契約の締結

(1)落札者は落札決定の日から7日以内に契約を締結していただきます。契釣を締
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結しない場合は、その落札は無効となり、入札保証金は長崎市に帰属することと

なります。

(2)契約は所定の契約書を作成し、市、落札者双方が記名、押印したときに成立し

ます。

(3)売買契約締結の際、契約保証金として、売買代金の100分の10以上に相当

する金額を別途の納入書により納付してください。

(4)落札者の入札保証金は、前項の契約保証金の一部に充当できます。

(5)落札者は契約締結に要する費用として、契約金額に応じた収入印紙の添付が必

要となります。

(6)落札者以外の名義人とは契約を締結しません。

20 売買代金の納入

売買代金は、契約締結時に長崎市が発行する納入通知書によりー、20日以内にー

括納付していただきます。

納入期限までに売買代金が完納されない時は、契約を解除します。この場合、契
約保証金は長崎市に帰属することとなります。

21 契約保証金の返還

契約保証金は、売買代金が完納された後に、所定の請求書を提出していただき、

買受人の指定する口座へ振り込むこととなります。この場合、利息、は付きません。

22 所有権の移転等

所有権は、売買代金が完納されたときに、長崎市から買受人へ移転することとな

ります。ま・た、所有権移転登記手続きは、売買代金完納後、長崎市が行います。

なお、所有権移転登記に必要な登録免許税は買受者負担となります。

また、売買代金完納後の公租公課及びその他必要となる費用は、買受人の負担と
なります。

23 所有権移転に必要なもの

所有権移転登記を行うのに、下記のものが必要となります。

(1)登録免許税相当の収入印紙

(2)住民票抄本(個人の場合、共有の場合は共有者全員)

(3)法人登記簿謄本(法人の場合)

※上記のものは発行日より3ケ月以内のものであり、費用は買受者負担となります。

24 その他

本書に定めのない事項は、地方自治法、同法施行令及び長崎市契約規則等の定
めるところにより処理することとします。
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道路の状況

長崎市富士見町76番2

1,5 1 8.2 31r((糸勺459 坪)

道路との高低差

井勿イ牛調書

南東側:幅員約.8m舗装市道
北東側:幅員約6m舗装市道
北西倶上幅員約8m舗装市道(階段有)

法令等に

基づく制限

0~約4m高い

私道の負担等

に関する事項

住居表示

都市計画区域

用途地域

供給処理

施設の状況

^ぺし、^

地目

防火地域等

なし

負担.の

有無

宅地

市街化区域

約83 0m (直線距1推)

交通機関

第1種住居地或、

間口

(市細則により)7 0 %

電

形状

なし

準防火地域

上水道

約40m

奥 1子

負担の

内容

あり

,公共施言窒

鉄道

整形地

あり

約35m

y

JR長崎本線「浦上駅ほで南東方向

、_ノ

容積率

城山小学校

長崎バス「立岩通りバス停」まで南南西方向
長崎電気軌道「松山町電停」まで東北.東方向

その他の制限

長崎富士見郵便局

参考事項

平和公園

ガス

0

下水道

売買契約締結の日から10年間、以下の施設を建設・運営することにっいて用
途指定する。ただし、用途指定に割り当てた後の残余部分は指疋しない0
'.高齡者向け賃貸住宅哨料老人ホームを含む。)20戸以上
.体を動かすことにより高齢者の健康増進に資する施設
地下に基礎杭35本 aom杭12本,12m杭.12本, Mm杭11本}及び旧防火水槽止
部を除く側面及び底面部分:およそ3mX8mX深さ2m)が埋阪されている0
富士見公園に面する桜の木6本は、少なくとも10年間は現状維持に努めるこ
と。

隣接して、淵地区ふれあいセンター、富士見公園あ'り。
近隣に、図書センター、市民プール、陸上就技場、テニスコート、野球場あり0
長大医学部附属病院まで直線で約 1.3km。原爆病院まで直線で約 1.1kmo

200%

なし

都市ガス

あり
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物件

NO.

物件 1

参考価格表

所在地

長崎市富士見町

76番2

(ご注意ください)

.参考価格は、入札へ参加される方の目女となるよう、独自の

方法で算定した額です。

.参考価格は、入札の予定価格(最低価格)ではありません0

.参考価格より少ない額で入札しても構いません0

.参考価格は、入札の落札あるいは不落の判断とは一切無

関係です。

.参考価格の算定根拠にっいてのご質問にはお答えできませ

んので、ご了承ください。

地積

、ノ

1,518.23m

参考価格

¥94,300,000

、ノ

、_゛ノ
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乳児院跡地売却の入札結果報告について

《入札結果》

落・・札"者

◆物件概要

法人

所

実

落・'札客貢

在

j則

法令等'に

基づく制限

面

都市計画区域

地

用途 1也域

長崎市富士見町76番2

チ圭

185,000,000円

建ぺ・い率

◆入札条件

1,518.23 市(約 459 坪)

防火,,地.域等

市街化区域

土地利用条件紡伍設建設の条件)

第1種住居地域

売払い物件を次のd)②を含んだ施設を建設・運営する用途(以下「指定用途」と

いう。)に10年問指定する。

①高齢者向け賃貸住宅(有料老人ホームを含む。)20戸以上

②体を動かすことにより、高齢者の健康増進に資。する施設(最低面積約60 市)

(例えぱ、ト.レーニングジム、トレーニング室、軽スボーツ室など)

※高齢者とは、60歳以上の方'。

※上記a)②に割り当てた後の残余部分については、用途の指定はない。

※指定用途を開始する期限は、契約締結の日から2年以内とする。

70%(市細則により)

準防火地域

地 目 宅地

その他の制限

1只

-38-
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